


「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されました「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されました

空き家の利活用に関する相談窓口（山形県空き家活用支援協議会）の案内空き家の利活用に関する相談窓口（山形県空き家活用支援協議会）の案内

　法律の規定により、山形市から勧告や命令を受けた空き家の所有者は、敷地について固定資産税等の住宅用地特
例（課税標準額を評価額の６分の１等に減額）が受けられなくなったり、過料に処せられる場合があります。

　持ち家が空き家になって困っている、遠方に居住しているため空き家の管理ができない、空き家が居住可能なう
ちに賃貸・売却して活用したい場合などは、次の窓口までご相談ください。相談の費用は原則として無料です。　

法律に基づく山形市の対応

危険・不適正な
状態にある特定
空家等

助 言 ・ 指 導

勧 　 　 　 告

命 　 　 　 令

代 　 執 　 行

◯空き家の現状調査を行います。

◯勧告に従わない場合は、命令を受けることがあります。
　命令に従わなかった所有者は、50万円以下の過料に処せられます。

◯実態調査の結果、倒壊の危険その他周辺に悪影響を及ぼしてい
　る不適正な状態にある空き家を「特定空家等」と位置付けます。
　　　　　　　　　　

◯助言・指導に従わない場合は、勧告を受けることがあります。
　「勧告」を受けた所有者は、固定資産税等の住宅用地特例が受けら
　れなくなります。

◯命令に従わず、かつ、倒壊の危険性が極めて高い場合などは、市が
　所有者に代わり強制的に解体や修繕等を行うことができます。　
　（費用は所有者等に請求します。）

◯特定空家等の所有者に解体、修繕等の助言・指導を行います。

◯（公益社団法人）山形県宅地建物取引業協会山形　

山形市まちづくり推進部管理住宅課

◯（公益社団法人）全日本不動産協会山形県本部村山相談所

http://akiya.pref.yamagata.jp/

空き家対策に関する山形市のホームページ

山形県空き家活用支援協議会のホームページ

〒990-5840 山形市旅篭町二丁目3番25号

不適正な状態の空き家の情報がある場合は、山形市にご連絡ください。

http://www.city.yamagata-yamagata.lg.jp/kakuka/machizukuri/kanri/sogo/akiyatou_taisaku/

☎023-641-1212
（内線471・470）　

☎023-642-8133 ☎023-665-0100
平日9時から17時まで

実 態 調 査

平日9時から17時まで受付時間 受付時間


